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高島市地域福祉推進計画策定委員会設置要綱 

 

（目的）  

第１条 社会福祉法人高島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が地域福祉推進計画を策定す

るために、高島市地域福祉推進計画策定委員会 （以下「策定委員会」という。）を設置する。   

（協議事項） 

第２条 策定委員会は、高島市地域福祉推進計画の策定に関する事項について協議する。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、次の各号に属する策定委員で構成し、本会会長が委嘱する。 

(１) 民生委員児童委員の代表者   

(２) ＮＰＯ・ボランティア活動関係者 

 (３) 医療・福祉関係者 

 (４) 関係行政機関の職員 

 (５) 学識経験者 

 （６） 住民福祉協議会の代表 

 (７) 滋賀県社会福祉協議会の職員 

 (８) 本会の理事 

 (９) 高島市共同募金委員会の代表者 

(10) その他本会会長が必要あると認めた者 

２ 策定委員会に委員長１名及び副委員長１名を置き、策定委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（任期） 

第４条 策定委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定が完了した日までとする。  

（会議） 

第５条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。但し、この要綱の施行後最初に招集さ

れる委員会は、本会会長が招集する。 

２ 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。  

３ 策定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

５ 策定委員会に必要により部会を置くことができる。 

６ 策定委員会は、原則公開とする。但し、策定委員会の決議により公開しないことができる。 

（庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、本会地域福祉課において処理する。   

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本会会長が別に定める。    

  

附 則  

１ この要綱は、平成２１年５月２２日から施行する。 

２ この要綱は、令和元年９月１日から施行する。 
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令和元年度 第三次高島市地域福祉推進計画策定委員会 委員 
【任期：令和元年９月１日から第三次高島市地域福祉推進計画の完成の日まで】 

№ 氏名（敬称略） 所属等 

1 藤井 博志  関西学院大学 人間福祉学部社会福祉学科 教授 

2 古蒔 善助 高島市民生委員児童委員協議会連合会 

3 藤木 孝次 高島市障がい者相談支援センターコンパスセンター長 

4 谷 仙一郎 NPO 法人元気な仲間 代表理事  

5 藤澤 克哉 生活協同組合コープしが組織部 西地区運営事務局長 

6 坂下 靖子 たかしま市民協働交流センター 事務局長 

7 西村 武博 Be スマイル代表／高島市介護サービス事業者協議会長 

8 七黒 幸太郎 高島市商工会青年部 部長 

9 末武 美里  高島市民病院 地域連携室長  

10 澤 和記 高島市福祉施設協議会 会長 

11 伊吹 初美 マキノぬくもり福祉ネットワーク 代表 

12 桂田 敏男 今津ふくしの会 代表 

13 海老澤 文代 朽木住民福祉協議会 代表 

14 石黒 徳市 安曇川住民福祉ネットワーク 代表 

15 村田 良雄 高島住民福祉ネットワーク 代表 

16 藤原 実   新旭住民福祉協議会 代表 

17 前川 一善 高島市市民生活部 次長／市民協働課 課長  

18 齊藤 祥子 高島市健康福祉部 地域包括支援課 主監 

19 大塚 寿彦 高島市健康福祉部 社会福祉課 課長 

20 小川 祥枝 高島市社会教育課地域教育連携室長 

21 高橋 宏和 滋賀県社会福祉協議会 地域福祉グループ グループリーダー 

22 澤 孝彦 高島市共同募金委員会 会長 

23 飯田 清孝 高島市社会福祉協議会 理事（地域福祉担当） 

24 八木 武 学識経験者（元高島市民生委員児童委員協議会連合会長） 

【オブザーバー】 

※ 永田 祐 同志社大学教授（高島市地域福祉計画策定委員） 




